
１８人４人

22.2% 100%

６０歳
から

千円 千円千円

（注１）職員手当てには、退職手当を含みません。
（注２）給与費は当初予算に計上された額です。

　　（４）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）

１８人

１８人

　　（３）職員数の状況と主な増減理由（各年度末現在）

区　　分 令和５年度

定年退職 勧奨退職

０人

採用者数区　　分
退職者数

　　（２）職員の採用及び退職の状況（令和６年度）

人　　数 ０人 ０人 ０人

普通退職 合計

０人

令和６年度

夷 隅 環 境 衛 生 組 合 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況

１　職員の任免及び職員数に関する状況

職 員 数 １８人 ０人

区　　分 組合職員 派遣職員 合　　計

0.0% 16.7%

　　（１）職員数（令和６年４月１日）

２７歳

－１人

２８歳
から

３２歳

３人

１９人

２人 ２人

構成比 0.0% 0.0%

対前年度比

職 員 数

２３歳

２４歳
から

４０歳
から
４３歳３５歳

１９歳
から

３１歳
から から

３９歳

５１歳
計

０人 １人

３６歳
区　分

職員数 ０人 ０人 ０人

５９歳５５歳

0.0% 5.5%

区　分
４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳

４７歳

歳出額Ａ 実質収支

16.7%

職員数 ３人

から から から から

３人

構成比 16.7% 11.1% 11.1%

３　職員の給与の状況
　　（１）人件費の状況（令和６年度普通会計決算）

２　職員の人事評価の状況
能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図り、組織内の意識の共有化や業務の改善へつな
がるよう職員の人材育成を柱とした人事評価制度を導入しています。

367,486
千円

39,965

給料

(注）人件費には、特別職に支給される報酬等を含みます。

千円 千円

Ｂ／Ａ

％

119,336

千円

5,213

職員手当

人件費Ｂ 人件費Ｂ／Ａ

18 64,037

期末勤勉 計Ｂ

１人当たり給与費

32.4

6,191 23,606

　　（２）職員給与費の状況（令和６年度普通会計予算）

給 与 費 Ｂ

93,834
人 千円

職員数Ａ



７級区分

職員数

主査補

構成比 6.7% 26.6%

　　　　○行政職（一）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的な
職務内容

　　（３）一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在）

副主査 主査
係長

３級

１人 ４人 ６人

40.0%

０人

○合計

１人

0.0%

１人 ２人

6.7% 13.3%

標準的な
職務内容

　　　　○行政職（二）

区分 ２級

6.7%

１級

行（一）

行（二）

構成比 33.3% 66.7% 0.0%

職員数 １人 ２人 ０人

（加算措置の状況）
職務上の段階、職務の級等による加算
措置　役職加算　５％～１５％

１，３２５，２１２円

計

職員数

１５人

３人

１８人

区分

　　（４）職員手当の状況
①期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（令和６年度）

②退職手当
（支給率） 自己都合 勧奨・定年

（令和６年度支給割合）
期末手当　　２．５０月分
勤勉手当　　２．１０月分

勤続２０年 １９．６６９５００月分 ２４．５８６８７５月分
勤続２５年 ２８．０３９５００月分 ３３．２７０７５０月分
勤続３５年 ３９．７５７５００月分 ４７．７０９０００月分
最高限度額 ４７．７０９０００月分 ４７．７０９０００月分

④特殊勤務手当

③時間外勤務手当２

支給実績（令和６年度決算）

その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置

６２，４２０円
支給職員１人当たり平均支給年額
（令和６年度決算）

７４６，０４４円

代表的な特殊勤務手当

７７４，４００円

５９，５６９円

７２．２％

不快手当

支給職員１人当たり平均支給年額
（令和６年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合
（令和６年度）

主事補
技師補

主事
技師

主任主事
主任技師

次長
副主幹

所長
主幹

支給実績（令和６年度決算）

技手補
技労員

技手
主任技労員

主任技手
主任技労員



○配偶者

○子

○父母等

○特定扶養

　16歳から22歳までの子

３３２，３７６円

行政職（二） ３６．０歳 ２４２，９００円

　　　　諸手当を合計したものです。（時間外勤務手当は含みません。）

（注２）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当等の

２７０，１１６円

　　（６）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在）

平 均 給 料 月 額平 均 年 齢

（注１）「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。

中学卒

行政職（一） ５２．７歳 ３０３，９３３円

171,200円

技能労務職

区 分 平 均 給 与 月 額

一般行政職

高校卒

大学卒

175,800円

扶
養
手
当

通
勤
手
当

管
理
職
手
当

⑤その他の手当

支給実績
（６年度決算）

区分 組 合 内 容

　家賃の額に応じ28,000円を限度に支給

　（家賃16,000円を超える場合に限る）

住
居
手
当

　所  長　　30,800円

○乗用車等を使用する場合

　主  幹　　22,000円

75,441円

　　（５）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

区 分 初 任 給

○電車・ﾊﾞｽを利用する場合

　定期券代１ヵ月当たり55,000円まで全額支給
1,282,500円

369,600円

　副主幹　　12,300円

　次  長　　12,300円

１人当たり

平均支給年額

（６年度決算）

220,000円

194,500円

高校卒

252,000円

6,500円 264,200円2,642,000円

１人5,000円加算

（令和6年4月1日現在）

6,500円

10,000円

369,600円

　使用距離に応じて2,000円から31,600円を支給

○借家の場合

252,000円



　　（１）勤務時間の状況

取得者数 ０人 ０人 ０人

年 度 勤 務 時 間 休 憩 時 間

令和６年度

５　職員の休業に関する状況
育児休業及び部分休業の取得状況（令和６年度）

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数うち両休業取得者数

12時～13時

法第28条第４項により失職した者 0

（注１）法とは地方公務員法をいいます。以下同じです。
（注２）分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分果たしえない
　　　　場合に、公務能率の維持向上のため行う処分です。

0

0合 計 0

0

刑事事件に関し起訴された場合
（法第28条第２項第２号）

0 0

職制等の改廃により過員等を生じた場合
（法第28条第１項第４号）

0 0

0 0

心身の故障の場合
（法第28条第１項第２号　第２項第１号）

0 0 0

職に必要な適格性を欠く場合
（法第28条第１項第３号）

0 0

（ 単 位 ： 人 ）

勤務実績が良くない場合
（法第28条第１項第１号）

0 0 0

　　（１）処分別事由別分限処分者数（令和６年度）

0

合 計休 職免 職

６　職員の分限及び懲戒処分の状況

令和５年度 8時 30分～ 17時 15分 12時～13時

降 任処 分 事 由

8時 30分～ 17時 15分

議 員 年 額 ４４，０００円

報　酬

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

６２，０００円

議 長 年 額 ５６，０００円

副 管 理 者 年 額

副 議 長 ４８，０００円年 額

区 分 給 料 月 額 等

　　（７）特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）

年 額 ８９，０００円管 理 者



決 算 額 ・ 内 容

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
（法第29条第１項第２号）

合 計 0 0

　　　（千葉県市町村職員互助会に対する負担金）

0

７　職員の服務の状況

１人当たり平均取得日数 １人当たり平均消化率

　　　出産費助成金、弔慰金の給付、各種保険事業等

　　　１８，２５８，０９８円
　　　（千葉県市町村職員共済組合に対する負担金）
　　　短期給付（健康保険）長期給付（年金関係）等

９　職員の福祉及び利益の保護の状況

区 分

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった
場合（法第29条第１項第３号）

　　　　　　　本組合職員に係る勤務条件に関する措置要求事案はありません。

公務災害の発生状況 ０件

１０　千葉県公平委員会の業務の状況（令和６年度）
　　　（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

千葉県市町村職員共済組合による
福利厚生事業

職員の健康管理に関する事業 　　　　　　２０１，１９０円（定期健康診断）

千葉県市町村職員互助会による福
利厚生事業

　　　　　　　１９，８７２円

　　　（２）不利益処分に関する不服申立ての状況

８　職員の研修の状況
職員の勤務能力向上の為、千葉県自治研修センター、夷隅郡市広域市町村圏事務組合等
が実施する研修に参加しています。

0

１３．２日 ３４．１８％

年次有給休暇の取得状況（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

0

0 0

0 0 0 0

0

　　　　　　　本組合職員に係る不利益処分に関する不服申立て事案はありません。

0

0 0 0

　　（２）処分別事由別分限処分者数（令和６年度）

戒告

0

法令に違反した場合
（法第29条第１項第１号）

0

0

（ 単 位 ： 人 ）

0

合計免職停職減給処 分 事 由


